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平和都市宣言 

 

われわれは、 

日本国憲法を貫く平和精神に基いて、 

核兵器の禁止と世界恒久平和の確立のために、 

全世界の人々と相協力してその実現を期する。 

多くの歴史的遺跡と文化的遺産を持つ鎌倉市は、 

ここに永久に平和都市であることを宣言する。 

昭和33年８月10日 

              鎌倉市 

 

 

 

 

 

鎌 倉 市 民 憲 章 

 

制定 昭和４８年１１月３日 

前 文 

鎌倉は、海と山の美しい自然環境とゆたかな歴史的遺産をもつ古都であり、わたくしたち市民

のふるさとです。すでに平和都市であることを宣言したわたくしたちは、平和を信条とし、世界の

国々との友好に努めるとともに、わたくしたちの鎌倉がその風格を保ち、さらに高度の文化都市と

して発展することを願い、ここに市民憲章を定めます。 

 

本 文 

１  わたくしたちは、お互いの友愛と連帯意識を深め、すすんで市政に参加し、住民自治を確立

します。 

１  わたくしたちは、健康でゆたかな市民生活をより向上させるため、教育・文化・福祉の充実に

努めます。 

１  わたくしたちは、鎌倉の歴史的遺産と自然及び生活環境を破壊から守り、責任をもってこれ

を後世に伝えます。 

１  わたくしたちは、各地域それぞれの特性を生かし、調和と活力のあるまちづくりに努めます。 

１  わたくしたちは、鎌倉が世界の鎌倉であることを誇りとし、訪れる人々に良識と善意をもって

接します。 



【平成 24 年度鎌倉市政策創造担当業務報告書発行に当たって】 

 

人口減少・少子高齢化の進行は、供給面で労働力不足を、需要面では消費者

の減少を誘発する。そして、国内市場は縮小し、経済成長を鈍化させる要因に

なると言われている。 

国税庁が行った平成 23 年分民間給与実態統計調査結果を参考に平成 13 年と

10 年後の平成 23 年を比較したところ、給与所得者数は約 4,500 万人とほぼ横

ばいで推移しているが、１人当たりの平均給与は約 450 万円から約 400 万円に

減少しており、我が国の経済が長期にわたり停滞している要因の一つになって

いる。平成 25 年５月の月例経済報告では、「景気は、緩やかに持ち直している」

とのことであるが、企業収益が賃金ベースで個人の年収に反映されるにはまだ

時間がかかりそうであり、こうした平均年収の伸び悩みに起因する税収の減少

等が、基礎自治体の財政基盤を揺るがしている。 

その一方で、自然の驚異を目の当たりにした東日本大震災後の防災・減災へ

の備え、一段と老朽化が進む公共施設の維持管理などに多額の支出が余儀なく

され、基礎自治体を取り巻く財政環境は、年々厳しさを増している。 

地域社会や市民生活に目を向けても、少子高齢化の進行は、地域コミュニテ

ィの衰退や地域安全力の低下など、さまざまな問題の発生が予見され、将来へ

の不安が高じることは想像に難くないのが現状である。 

国内はもとより、海外においても、未だ経験したことのない少子高齢社会に

おける行政運営の舵取りに正解となるモデルはなく、今後、手探りでその方向

性を模索していくこととなるであろう。単に、これまで通りの行政運営を進め

ていくだけでは、豊かな市民生活どころか基本的な行政サービスの提供さえも

困難となる可能性があることを我々は認識しなければならない。 

このような社会経済状況を踏まえ、政策創造担当が設置されて２年目となる

平成 24 年度は、サスティナブル（持続可能性）の視点から鎌倉の今を守り、未

来を創るため、特に、次の２つの視点に着目して調査研究を行った。 

一つは、東日本大震災を教訓として、災害に強い、しなやかなまちづくりを

進めるため、より一層防災・減災対策の強化を図るという視点である。災害時

に市民の生命や財産を守ることが最優先であるのはもちろんのこと、被災後の

市民生活の維持・支援に寄与し、1 日も早く立ち直るためには、ライフライン

等の迅速な復旧・バックアップ体制を整備する必要がある。特に、エネルギー

資源の確保については、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、これま

でのように原発や化石燃料に頼らず、エネルギーの地産地消を念頭に置き、災

害時にも対応できる自立したエネルギー供給システムの構築を考え、省エネル

ギーの推進や再生可能エネルギーの導入など、市域全体をスマート化する視点



から研究に取り組んだ。 

もう一つは、少子高齢化がより一層進むという視点である。将来人口推計が

示すこれらの傾向が一層進むことで、今後、さらなる税収の落ち込みが予測さ

れる一方で、これまで経験したことのない少子高齢社会において、新たな課題

への財政負担が求められる。 

国立社会保障・人口問題研究所による日本の将来推計人口では、今後、著し

く高齢化が進行し、約 50 年後の平成 72（2060）年には、高齢化率が 39.9％に

なると推計されている。また、高齢者を支える現役世代の人数の指標である老

年従属人口指数については、平成 22（2010）年は 2.8 人で１人を支えているが、

平成 72（2060）年には、1.3 人に１人となり、これまでの社会保障システムの

根幹が揺らいでいる。 

国よりも早いスピードで高齢化が進行している本市においては、近い将来、

このことに伴う政策課題に正面から取り組まなければならない。そのため、昨

年度に引き続き、高齢化が進む分譲住宅地を少子高齢社会における課題解決の

モデルとして、研究に取り組んできた。 

組織設置から２年、庁内での政策形成に対する意識も徐々に高まりつつある。

今後も関係部署の協力を得ながら、「世界に誇れる持続可能なまち鎌倉」を目指

して調査研究を進めていきたいと考えている。 

最後に、本来業務が多忙であるにも関わらず、調査研究に協力をしてくれた

職員や所属部署の方々に対し感謝申し上げるとともに、平成 25 年度の調査研究

活動に対しても、引き続き、ご理解、ご協力をいいただくようお願いしたい。 

   平成 25 年６月 

 

鎌倉市政策創造担当 
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